
 

 西 暦 明 治 政治のしくみ 

1869. 6 ２ 版籍奉還、藩主は藩知事となる 平 
戸 
藩 1870. 8 ３ 佐世保に民政所を置き、周辺１４ヶ村を治める。 

1871. 8 ４ 廃藩置県、平戸藩は平戸県となる 平 
戸 
県 1871.11  平戸、大村、長崎、島原、福江の 5 県を廃し、合わせて長崎県とする 

1872. 2 ５ 民政所、代官所廃止、長崎県平戸出張所をおく 

1872. 4 ５ 

区制施行 【 】は会所所在地 

相浦川流域７ヶ村 早岐方面７ヶ村 

第 66 区（【大野】、皆瀬、 

柚木、里美） 

第 67 区（【中里】、新田、山口） 

第 64 区（【早岐】、広田、 

折尾瀬、江上、崎針尾） 

第 65 区（【佐世保】、日宇） 

   

1873.11 ６ 

大区制施行 

第 20 区 

上記 7 村、中里に区務所をおく 

第 19 区 

上記 7 村、早岐に区務所をおく 

   

長 

 

 

崎 

 

 

県 

1878.11 １１ 

大区制を廃し、郡制を施行 

北松浦郡 

上記 7 村は北松浦郡に属する 

郡役所は平戸におく 

東彼杵郡 

上記 7 村は東彼杵郡に属する 

郡役所は大村におく 

   
宮村は大村藩、大村県、東彼杵郡、黒島は北松浦郡津吉村に属する 

表１ 明治初期の政治のしくみと推移 


